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交通事故情報
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累
計
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令和８年３月３１日現在
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５月１２日火は
民生委員・児童委員の日
民生委員・児童委員は住み慣れた
地域で、だれもが、安心して豊か
に暮らしつづけることができるま
ちづくりのため、ボランティアと
して活動しています。
　また地域の身近な相談相手とし
て、行政や専門機関とのつなぎ役
を担っています。
問市社会福祉課  
　☎�２１１１内線 180

市文化財の指定
○名称・員数　天

あ ま

津
つ

橋
ば し

 １基
○種別　有形民俗文化財
○ 所 在 地　 柳 井 市 南 浜 三 丁 目

６７０番１０（ビジコム柳井スタ
ジアム場外東側）

問文化財室　
　☎㉕ 2424 

かつ慢性疾患などがあり健康上
特に注意が必要な人

※同一敷地内や隣接地に７５歳未
満の親族がいる人は対象外

申 問高齢者支援課
☎�２１１１内線186
■重度身体障がい者
①身体障害者手帳１級または２級

を所持しているひとり暮らしの人
②ひとり暮らしの障がい者または

障がい者のみの世帯で、日常生
活に常時注意を必要とし、緊急
時などに適切な措置が困難な人

申 問市社会福祉課
☎�２１１１内線191

はり・きゅう施術費の一部助成
対①または②に該当する人　
①市国民健康保険の被保険者
②市国民健康保険の被保険者でな

い７０歳以上の市民　
○利用回数　月１０回まで
○助成額　はり・きゅう術いずれか

７００円／回、はり・きゅう術併
用８００円／回

申 問 健康保険に関する証明書類
（資格確認書・資格情報のお知ら
せ等）を持参して次の場所で申請
してください。助成対象の施術院
は問い合わせてください。
①市民生活課
　☎�２１１１内線151
②高齢者支援課
　☎�２１１１内線186
①②各出張所・連絡所

訪問理美容サービスの
出張経費の助成
在宅生活をする市民で、理髪店や
美容院に出向くことが困難な人に、
出張理美容による訪問理美容サー
ビスを行います。
対①または②に該当する人
①６５歳以上の寝たきりまたは認

知症の高齢者
②心身の障がいや傷病等がある人
○利用回数　年４回まで
○その他　理美容料金は利用者負担
問①高齢者支援課
　☎�２１１１内線 186
　②市社会福祉課
　☎�２１１１内線 191

緊急通報装置を
月額５００円で設置します
緊急通報装置は、緊急時にボタン
を押すと２４時間いつでも緊急通
報センター（市委託業者）へつな
がり、救急車の要請依頼や各種相
談などができます。
○装置　以下のいずれかを選択可
▼固定型（固定電話が必要）
▼携帯型（敷地内のみ利用可。電波

状況で設置できない場合あり）
○利用額　月額５００円
対在宅の市民で①②のいずれかに

該当する設置希望者
■高齢者
①７５歳以上のひとり暮らし高齢者
②６５歳以上のひとり暮らし高齢者

または高齢者のみの世帯などで、

防災行政無線放送予定
▼４月２２日㈬ 16:00
　市による J- アラートの
　動作確認放送（音声）
▼５月１日㈮ 12:30 ごろ
　消防署による
　サイレン吹鳴テスト
●問い合わせ　危機管理課
　☎�２１１１内線 491

広報やない　2026.4.9

試

　験



行政書士による市民相談
（要申込）

日５月１３日㈬ 13:30～15:30
場市役所３階大会議室
内相続、遺言、成年後見、許認可、

免許等行政手続きの相談
定４人
申 問 ５月１日㈮ 13:00 から電話
で受け付けます（先着順）。
市民生活課　☎�２１１１内線 161

弁護士による無料法律相談
（要申込・市民対象）

日５月１３日㈬ 9:30～12:00
場市役所３階大会議室
定８人
申 問５月１日㈮ 8:30 から電話で
受け付けます（先着順）。
市民生活課　☎�２１１１内線 161

行政相談
日５月１３日㈬ 13:30～15:30　
　受付 15:00 まで
場▼柳井会場  市役所３階大会議室

▼大畠会場  ふれあいタウン大畠
内行政相談委員による行政への苦

情や要望の相談
問市民生活課
　☎�２１１１内線 161

身体障害者定期・巡回相談
（要申込）

日５月１日㈮ 13:30～15:30
※日時を変更する場合があります。
場周東総合病院１階救急外来
対県内在住の補装具費支給申請者、

申請予定者など
内補装具の装着・適合判定、身体

障がいに関する医学的相談、リ

ハビリ等に関する相談など
○実施機関
　山口県身体障害者更生相談所
○申込期限　４月２０日㈪
申 問市社会福祉課
☎�２１１１内線１９１

弁護士による福祉無料法律相談
／高齢者・障がい者優先

（要申込・市民対象）
日５月２０日㈬ 13:30～16:00
場市総合福祉センター２階会議室
内遺産分割、債務不存在確認、成

年後見申立などの初期相談
定５人（先着順）
○相談時間　３０分以内
申 問市社会福祉協議会
☎�３８００

超初心者
高齢者のためのスマホ
相談会（要申込・市民対象）
日５月１２日㈫ 9:30～12:00
場市総合福祉センター３階研修室
内スマホの基本的な操作の相談
○相談時間　３０分以内
申 問市社会福祉協議会
☎�３８００

岩国年金事務所岩国年金事務所によるによる
年金相談年金相談（要申込）（要申込）
日①５月１４日㈭，②２８日㈭①５月１４日㈭，②２８日㈭
　／10:00～12:00,13:00～16:00　／10:00～12:00,13:00～16:00
場①市役所３階大会議室
　②市役所４階４０１会議室
申 問６月１１日㈭，２５日㈭の相談月１１日㈭，２５日㈭の相談
の予約は５月１日㈮ 8:30 から受の予約は５月１日㈮ 8:30 から受
け付けますけ付けます（先着順）。（先着順）。
岩国年金事務所岩国年金事務所
お客様相談室お客様相談室
☎０８２７�２２２２☎０８２７�２２２２

市民の力で支えあい、一人ひとりが主役の笑顔あふれるまち柳井14

サル対策は集落で協力を
サルは日中に活動し、群れで行動
します。新しいものには警戒して
も、何もしないと人馴

な

れして定期
的に出没するようになります。出
没したら協力して、爆竹などで大
きな音を立て、モデルガンなどに
より、人に危険が及ばない範囲で
必ず追い払いましょう。爆竹など
の追払用花火は事故や火災に注意
して使用しましょう。
▼収穫しない柿、栗、果樹は伐採

するか、収穫しやすい高さに剪
定しましょう。

▼生ごみや野菜くずは田畑、山際
に放置しないようにしましょう。

▼周辺のヤブの刈り払いなどでエ
サ場や隠れ場を無くしましょう。

▼集落全体で協力し、根気よく鳥
獣害対策に取り組みましょう。

問防護柵の補助については問い合
わせてください。

　農林水産課  ☎�２１１１内線355

障がい者等への軽自動車税
減免制度（要申請）
次のいずれかに該当する場合は、
軽自動車税を減免します。
▼心身に障がいのある人が使用す

る軽自動車
▼改造（車いすの昇降装置など）を

施した軽自動車
▼公益のために直接専用する軽自

動車
※自動車税または軽自動車税の減

免を受けた場合は、障がい者福
祉タクシー券の交付を受けるこ
とができません。

〇申請期限　５月２５日㈪
問税務課  ☎�２１１１内線 131
※自動車税の減免は県税事務所☎㉓

2121 に問い合わせてください。

試

　験
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しらかべ学遊館 
放課後子ども教室（無料・要申込）
■チャレンジし隊
　「めざせ！藤井聡太」
日５月１６日㈯ 13:30 ～15:30
場市理科研修所（柳井小学校内）
内将棋の基本を学び楽しむ
定小学生２０人程度（先着順）
持お茶（水分補給用）
○申込期限　５月８日㈮
申 問しらかべ学遊館　☎�４５１８

郷土史講座（無料・要申込）
日５月１０日㈰ 10:00～11:30
場市文化福祉会館２階大会議室
内江戸時代における手工業の発展

②「様々な職人たち」
○講師　松

まつしま

島幸
さ ち お

夫さん（市教育委
員会社会教育指導員）

申 問文化財室　☎�２４２４

おはなしの会（無料・申込不要）
◆おまつりかみしばい◆おまつりかみしばい
　（幼児・児童向け）　（幼児・児童向け）
日５月９日㈯ 10:30～14:30
場大畠総合センター１階（ふれあ

いうずしおまつり会場の一画）
内読み語りボランティア「たまて

ばこ」などによる紙芝居、絵本
の読み語り、簡単な工作など

問大畠図書館　
　☎�２２２６

じっくり巡ろう！
神社・仏閣（要申込）（要申込）
日４月２５日㈯ 9:00～12:00

場 柳井駅集合・解散  ※雨天中止
○行程　柳井駅→誓

せ い

光
こ う

寺
じ

→ 湘
しょう

江
こ う

庵
あ ん

→光
こ う

台
た い

寺
じ

→普
ふ

慶
け い

寺
じ

→瑞
ず い そ う

相寺
じ

→
菅原神社→柳井駅（約３km）

定２０人（先着順）　
　／最少催行人数１０人
料 100 円（保険料）
○申込期限　４月１８日㈯
申 問柳井市観光協会　☎�３６５５

やない西蔵やない西蔵
ギャラリー展示情報ギャラリー展示情報（入場無料）（入場無料）
開館 9:00～17:00／㈫休館開館 9:00～17:00／㈫休館
■■晃晃

こ う あ んこ う あ ん

安安教室 書の歩み教室 書の歩み
日４月９日㈭～２７日㈪
○○主催主催　大自然のお蔭さま　大自然のお蔭さま
■■刀刀

と うと う

馬馬
まま

明明
あ きあ き

 絵画回顧展 絵画回顧展
日４月３０日㈭～５月１０日㈰
○○主催主催　刀馬明 　刀馬明 
問やない西蔵　やない西蔵　
　☎�２４９０　☎�２４９０
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統計調査員の登録希望者
各種統計調査で対象世帯や事業所
に内容を説明し、調査票の回収・
点検などを行います。調査期間は
２～３カ月程度です。
対原則、２０歳以上の人／熱意を

持って従事する人／心身ともに
健康な人／調査により知り得た
秘密を守れる人（書類審査あり）

○報酬　調査終了後、報酬支払いあ
り（金額は調査によって異なる）。

○今年度実施予定の調査　
　経済センサス - 活動調査
申 問政策企画課備付の申込書で申
し込んでください（随時申込可）。
政策企画課　
☎� 2111 内線 472

「投資情報を教える」 ネット広告に注意

4月のくらしの護身術
～消費生活センターからのお知らせ～

　投資情報に関するネット広告をきっかけとした詐欺被害が急増
しています。
　広告をクリックすると、LINE などの SNS に誘導され、偽の株
取引アプリをインストールするよう案内されます。個人名義の銀
行口座や暗号資産からアプリに入金するよう求められ、アプリ上
では儲けが出ているように見えますが、出金しようとすると、高
額な手数料等を請求されるだけでなく、引き出すことができませ
ん。入金前には一度立ち止まり、ご相談ください。

▲ LINE 広報 ▲メール相談

●問い合わせ
　柳井地区広域消費生活センター
　（商工観光課内）　
　☎�２１２５

講座・教室

催　し
募　集

広報やない　2026.4.9

試
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市営墓地の使用者
○対象墓地　瀬戸山墓地園
　／神代１３４５番地２１
○種別　中（2.25 ㎡）
○募集区画数　１区画
○使用料　１５万円／区画
○申込資格　①と②を共に満たす人
①市内に本籍か住所を有し、市営

墓地の使用許可を得ていない人
▼１世帯からの申込は１回限り
（同住所の血族・姻族関係にあ
る世帯は一つの世帯とみなす）

▼市内に住所のない人は市内在住
の代理人が必要

②５年以内に使用を開始できる人
申 所定の申込用紙（市民生活課備

付、市ホームページからダウン

ロード可）で申し込んでください。
▼申込期間　４月 9 日㈭～５月

１１日㈪（必着）
○選考日　申込が複数の場合は公

開で抽選を行います（抽選に参
加しなくても対象からは外れま
せん）。

日５月２９日㈮ 9:00 ～
場市役所 2 階 202 会議室
問市民生活課
　☎�２１１１内線 165

独歩記念事業
柳井市短詩型文学祭作品
○応募部門・規定　応募作品は創

作未発表の作品に限る。
▼短歌部門　自由詠 ２首１組

▼俳句部門　自由詠 ２句１組
○応募資格  １８歳以上（高校生は

不可）の県内在住者
○応募点数  各部門ともに１人１組
○応募締切  ５月２２日㈮消印有効
○発表  ６月２３日㈫に発表し、入

賞者に直接通知
○賞  各部門１位～３位に賞状と

副賞（図書カード）
○その他
▼応募された原稿は返却しません。
▼応募作品の著作権は柳井市に帰

属します。
○応募方法　応募部門名・郵便番

号・住所・氏名（フリガナ）・年齢・
電話番号を明記し、ハガキまた
は電子メールのほか、図書館（俳
句・短歌ポストに応募用紙を投
函）で応募してください。作品
中の漢字で特別な読み方をする
場合、フリガナをつけてくださ
い（字が読めない場合は無効）。

※みどりが丘図書館、大畠図書館は、
俳句・短歌ポストによる応募のみ

申 問〒 742-0021　
柳井市柳井 3670 番地１
生涯学習・スポーツ推進課内
中央公民館文学祭係　
☎㉕ 2424
　chuokominkan
　@city-yanai.jp

自衛官試験
■一般曹候補生
○応募資格  １８歳以上３３歳未満の

者（３２歳の者は採用予定月の末
日現在３３歳に達していない者）

○受付期限　５月７日㈭
○試験期日（１次試験）
　５月１６日㈯～２４日㈰
■２等陸・海・空士（任期制自衛官）
○応募資格  １８歳以上３３歳未満の

者（３２歳の者は採用予定月の末
日現在３３歳に達していない者）

※年間を通じて受け付け、試験期
日は受付時にお知らせします。

問自衛隊山口地方協力本部柳井地
域事務所　☎�８１９９

■就職や退職、結婚や離婚などで年金の種別が変わったとき
年金の種別 こんなとき 届出先

第１号被保険者
学生、自営業者、農
林漁業者、無職の人

就職して厚生年金や共済に加
入する 勤務先

結婚や収入減少等で配偶者に
扶養されるようになった 配偶者の勤務先

第２号被保険者
会社員、公務員など

退職した 市役所
退職の翌日に就職した 勤務先
退職して配偶者に扶養される
ようになった 配偶者の勤務先

第３号被保険者
会社員や公務員の
配偶者に扶養され
ている人

収入増加や離婚等で配偶者の
扶養から外れた 市役所配偶者が退職または６５歳に
なった
就職して厚生年金や共済に加
入する 勤務先

配偶者が転職した 配偶者の勤務先

■２０歳になったとき／手続きは２０歳誕生日の前日から

区　分 届出先

学生、自営業者、農林漁業者、無職などの人
手続き不要（後日年金機
構から基礎年金番号通知
書と納付書が届きます）

厚生年金、共済加入中の人（会社員や公務員など）手続き不要
会社員や公務員の配偶者に扶養されている人 配偶者の勤務先

○市役所での手続きに必要なもの
　①基礎年金番号の分かるもの（年金手帳・基礎年金番号通知書等）、

②マイナンバーカードまたは本人確認書類、③退職や配偶者の扶養か  
ら外れるときはその日付を確認できる書類（資格喪失確認書等）

国民年金  こんなときには、こんな手続きを
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試　験




